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群馬県情報公開条例施行規則の一部改正について【新旧対照表】 

 

改正後 改正前 

（公文書開示決定通知書等） （公文書開示決定通知書等） 

第四条 条例第十八条第一項及び第二項の書面は、次の各号に掲げる決定

の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。 

一 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書（別記様

式第二号） 

二 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書（別

記様式第三号） 

三 公文書の全部を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書（別

記様式第四号） 

 

第四条 条例第十八条第一項及び第二項の書面は、次の各号に掲げる決定

の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。 
一 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書（別記様

式第二号） 
二 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書（別

記様式第三号） 
三 公文書の全部を開示しない旨の決定 

イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 公文書非開示決定通知書

（別記様式第四号） 

ロ 条例第十七条の規定により開示請求を拒否する場合 公文書の存否

を明らかにしない決定通知書（別記様式第五号） 

ハ 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書（別記様式

第六号） 

ニ 条例第十二条第二項の規定により求めた補正に開示請求者が正当な

理由なく応じない場合又は開示請求に係る公文書が開示請求をするこ

とができないものである場合 公文書開示請求拒否通知書（別記様式

第六号の二） 

（決定期間延長通知書等） （決定期間延長通知書等） 

第五条 条例第十九条第二項の書面は、決定期間延長通知書（別記様式第五

号）とする。 

２ 条例第十九条第三項の書面は、決定期間特例延長通知書（別記様式第六

号）とする。 

第五条 条例第十九条第二項の書面は、決定期間延長通知書（別記様式第七

号）とする。 

２ 条例第十九条第三項の書面は、決定期間特例延長通知書（別記様式第八

号）とする。 
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改正後 改正前 

（事案の移送通知書） （事案の移送通知書） 

第六条 条例第二十条第一項の書面は、公文書開示請求事案移送通知書（別

記様式第七号）とする。 

第六条 条例第二十条第一項の書面は、公文書開示請求事案移送通知書（別

記様式第九号）とする。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） （第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第七条 条例第二十一条第一項及び第二項の実施機関が定める事項は、次

に掲げる事項とする。 

一 開示請求の年月日 

二 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報

の   内容 

三 意見書の提出先及び提出期限 

２ 条例第二十一条第一項及び第二項の規定による通知は、公文書の開示

に係る意見照会書（別記様式第八号）により行うものとする。 

３ 条例第二十一条第一項及び第二項の意見書は、公文書の開示に係る意

見書（別記様式第九号）とする。 

４ 条例第二十一条第三項の書面は、公文書を開示決定した旨の通知書（別

記様式第十号）とする。 

第七条 条例第二十一条第一項及び第二項の実施機関が定める事項は、次

に掲げる事項とする。 

一 開示請求の年月日 

二 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報

の内容 

三 意見書の提出先及び提出期限 

２ 条例第二十一条第一項及び第二項の規定による通知は、公文書の開示

に係る意見照会書（別記様式第十号）により行うものとする。 

３ 条例第二十一条第一項及び第二項の意見書は、公文書の開示に係る意

見書（別記様式第十一号）とする。 

４ 条例第二十一条第三項の書面は、公文書を開示決定した旨の通知書（別

記様式第十二号）とする。 

（費用負担に係る額） （費用負担に係る額） 

第十一条 条例第二十三条の規則で定める費用は、次の表の上欄に掲げる

区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 

第十一条 条例第二十三条の規則で定める費用は、次の表の上欄に掲げる区

分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 

 区 分 費用の額   区 分 費用の額  

 一 乾式の複写機による写しの交付（Ａ三

判以下の大きさのものに限る。） 

白黒複写一枚につき十

円 

  一 乾式の複写機による写しの交付（Ａ三

判以下の大きさのものに限る。） 

白黒複写一枚につき十

円 

 

 カラー複写一枚につき

五十円 

  カラー複写一枚につき

五十円 

 

 二 用紙に出力したものの交付（Ａ三判以

下の大きさのものに限る。）（五に係る

白黒出力一枚につき十

円 

  二 用紙に出力したものの交付（Ａ三判以

下の大きさのものに限る。）（五に係る

白黒出力一枚につき十

円 

 



3/4 

改正後 改正前 

 場合を除く。） カラー出力一枚につき

五十円 

  場合を除く。） カラー出力一枚につき

五十円 

 

 三 光ディスク（日

本産業規格Ｘ〇六

〇六及びＸ六二八

一に適合する直径

百二十ミリメート

ルの光ディスクの

再生装置で再生す

ることが可能なも

のに限る。）に複

写したものの交付

（五の項に係る場

合を除く。） 

文書等をスキャナに

より読み取ってでき

た電磁的記録の複写

の場合 

一枚につき百円に当該

文書等一枚ごとに十円

を加えた額 

  三 光ディスク（日

本産業規格Ｘ〇六

〇六及びＸ六二八

一に適合する直径

百二十ミリメート

ルの光ディスクの

再生装置で再生す

ることが可能なも

のに限る。）に複

写したものの交付

（五の項に係る場

合を除く。） 

文書等をスキャナに

より読み取ってでき

た電磁的記録の複写

の場合 

一枚につき二百円に当

該文書等一枚ごとに十

円を加えた額 

 

 その他の場合 一枚につき百円   その他の場合 一枚につき二百円  

 四 光ディスク（日

本産業規格Ｘ六二

四一に適合する直

径百二十ミリメー

トルの光ディスク

の再生装置で再生

することが可能な

ものに限る。）に

複写したものの交

付（五の項に係る

場合を除く。） 

文書等をスキャナに

より読み取ってでき

た電磁的記録の複写

の場合 

一枚につき百二十円に

当該文書等一枚ごとに

十円を加えた額 

  四 光ディスク（日

本産業規格Ｘ六二

四一に適合する直

径百二十ミリメー

トルの光ディスク

の再生装置で再生

することが可能な

ものに限る。）に

複写したものの交

付（五の項に係る

場合を除く。） 

文書等をスキャナに

より読み取ってでき

た電磁的記録の複写

の場合 

一枚につき二百二十円

に当該文書等一枚ごと

に十円を加えた額 

 

 その他の場合 一枚につき百二十円   その他の場合 一枚につき二百二十円  

 五 その他公文書の性質に応じて複写にお

いて特別な対応を必要とする場合におけ

当該複写したものの作

成に要する費用に相当

  五 その他公文書の性質に応じて複写にお

いて特別な対応を必要とする場合におけ

当該複写したものの作

成に要する費用に相当
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改正後 改正前 

る当該複写したものの聴取、視聴、閲覧

又は交付 

する額 る当該複写したものの聴取、視聴、閲覧

又は交付 

する額 

 備 考   備 考  

 一 用紙の両面を使用する場合は、片面を一枚として額を算定す

る。 

  一 用紙の両面を使用する場合は、片面を一枚として額を算定す

る。 

 

 二 写し等の送付を求める者は、送付に要する費用を負担するも

のとする。 

  二 写し等の送付を求める者は、送付に要する費用を負担するも

のとする。 

 

２ 前項に規定する費用は、前納とする。 

 

２ 前項に規定する費用は、前納とする。 

 

（諮問通知書） （諮問通知書） 

第十二条 条例第二十七条の通知は、群馬県公文書開示審査会諮問通知書

（別記様式第十一号）により行うものとする。 

第十二条 条例第二十七条の通知は、群馬県公文書開示審査会諮問通知書

（別記様式第十三号）により行うものとする。 

（実施状況の公表） （実施状況の公表） 

第十三条 条例第三十九条の規定による公表は、インターネットの利用そ

の他の方法により行うものとする。 

第十三条 条例第三十九条の規定による公表は、群馬県報に登載して行う

ものとする。 

   附 則 

１ この規則は、令和五年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の群馬県情報公開条例施行規則の規定

によりなされている公文書の開示請求については、なお従前の例による。 

 

 

 


